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水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園）プロポーザル実施要領 

 

１　趣旨 

この要領は、「水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園）」（以下「本業務」

という。）の事業者をプロポーザル方式により選定（以下「本選定」という。）する際の手続きに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２　業務の概要 

(1) 業務の名称 

水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園） 

(2) 業務の内容 

別紙「水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園）仕様書」による。 

(3) 実施方式 

公募型プロポーザル 

(4) 担当部署及び提出先 

（事務局） 

水戸市 生活環境部 環境保全課（本庁舎３階 314 番窓口） 

 〒310-8610　茨城県水戸市中央一丁目４番１号 

 電 話：029-232-9154(直通) 

 電子メール：environmental@city.mito.lg.jp 

 

３　参加資格要件 

本プロポーザルに参加できるのは、【様式１】参加申込書の提出日現在において、以下の条件を

全て満たす事業者とする。 

　(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

(3) 自己又は自社の役員や連携企業等が、次のいずれにも該当する者でなく、その経営に実質的

に関与していないこと。 

ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

　イ　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ） 

　ウ　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

　エ　自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をも

って暴力団又は暴力団員を利用している者 

　オ　暴力団又は暴力団員に対して、資金の提供や便宜の供与等を行い、暴力団の維持運営に協

力又は関与している者 
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　カ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

４　選定方針 

本選定に当たっては、「水戸市電気自動車用充電設備設置等業務事業者選定委員会（以下「委員

会」という。）」において、企画提案内容を公正かつ客観的に審査する。 

なお、委員会の設置に当たっては、要項を定め、組織、会議及びその他必要な事項について明

示するものとする。 

 

５　実施スケジュール  

　　なお、上記スケジュールは変更となる場合がある。 

 

６　質問の受付及び回答 

(1) 質問方法 

本業務に係る質問は、次の表に基づき提出するものとする。なお、当該方法を除く個別の質

問には対応しない。  

(2) 回答方法 

質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和８年４月 10 日（金）まで

に本市のホームページで公開するものとする。なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

 

 内　　容 日　　程

 (1)公募公告開始・質問書の受付開始 令和８年３月 27 日（金）

 (2)質問書の受付期限 令和８年４月６日（月）17 時まで（必着）

 (3)質問書に対する回答期日 令和８年４月 10 日（金）

 (4)参加申込書・企画提案書の提出期限 令和８年４月 20 日（月）14 時まで（必着）

 (5)審査 令和８年４月 21 日（火）～５月 13 日（水）

 (6)選定結果の通知及び公表予定日 令和８年５月 14 日（木）

 (7)契約締結予定 令和８年７月予定

 事項 内容

 提出資料 任意様式

 提出期限 令和８年４月６日（月）17 時まで（必着）

 提出方法 電子メール 
※件名は「水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園）

質問（会社名）」と記載すること。 
　また、担当者の所属部署、氏名、電話番号、メールアドレスを記載するこ

と。

 提 出 先 事務局
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７　参加申込書の提出 

参加申込書は、次の表に基づき提出するものとする。ただし、他施設のプロポーザルに参加を

希望する場合、【様式３】、決算書及び法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書について

は、１事業者１部の提出で可とする。 

 

８　企画提案書について 

(1) 提出書類 

企画提案書は施設ごとに次の表に基づき提出するものとする。 

(2) 提出資料の記入上の留意事項　 

ア　表紙を除き、Ａ４判用紙 10 枚程度（両面印刷は可とする。）にまとめ、ページ番号を付す

こと。 

イ　13 公募型プロポーザル企画提案書の作成要領及び審査基準を参考に企画提案書を作成し

提出すること。 

ウ　企画提案の記載にあたり、概念図、引用可能な図面・写真・イラスト、またＣＧや図面を

作成し、使用することに支障はないが、費用等は自己負担とすること。 

また、引用する場合は、必ず参照先を記載すること。また文字サイズは、図表を除いて 10

ポイント以上とする。 

エ　参加申込者を特定することができる内容（社名等）を記述しないこと。 

 

 事項 内容

 提出資料 任意様式

 部数 正本１部、副本６部（副本は、複写可）

 提出期限 令和８年４月 20 日（月）14 時まで（必着）

 提出方法 来庁又は郵送  
※郵送する場合は簡易書留郵便とし、受付期限までに必着とすること。

 提 出 先 事務局

 事項 内容

 提出資料 【様式１】参加申込書 　代表者印を押印 
添付資料　【様式２】参加資格に関する申立書 
　　　　　【様式３】会社概要書 
　　　　　 決算書（最新のもの） 
　　　　　 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

 部 数 １部

 提出期限 令和８年４月 20 日（月）14 時まで（必着）

 
提出方法

来庁又は郵送 
※郵送する場合は簡易書留郵便とし、受付期限までに必着とすること。

 提出先 事務局
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９　選定方法 

(1) 本選定は公募とし、選定の対象は期限までに【様式１】参加申込書、【様式２】参加資格に関

する申立書、【様式３】会社概要書及び企画提案書を提出した者（以下「参加者」という。）と

する。 

(2) 【様式１】参加申込書、【様式２】参加資格に関する申立書、【様式３】会社概要書及び企画

提案書の提出がなかった場合には、本選定を無効とする。 

(3) 委員会は、(1)の規定により提出された企画提案書を基に書類選定を行う。 

(4) 委員会は、書類選定を基にした評価により、最優秀事業者を選定するものとする。 

(5) 【様式１】参加申込書及び企画提案書の提出期限が到来した時点で、【様式１】参加申込書及

び企画提案書の提出が１事業者であっても、書類選定を実施し、評価点数の総計が満点の６割

以上となった場合、最優秀事業者として選定する。 

(6) 企画提案書の内容を踏まえ、別表を基に委員会で審査し、最も高い点を得た事業者を最優秀

事業者、次点の事業者を次点候補者とする。ただし、評価点数の総計が満点の６割に達しない

場合は、最優秀事業者等を選定しない。 

(7) 総合評価点（各委員の合計点数を委員数で除した点数）において、最も高い点の者が２者以

上ある場合は、委員の合議により選定委員長が最優秀事業者を選定する。 

(8) (4)に規定する１者が辞退した際は、次点の者を事業者とする。 

 

10　選定結果の通知及び公表 

　　選定結果は、全参加者に最優秀事業者名、次点候補者名及び自身の採点結果を文書で通知する。

また、本市のホームページにて最優秀事業者名及び次点候補者名を公表する。なお、選定結果に

対する問合せ及び異議申立は一切受け付けない。 

 

11　契約 

(1) 選定された事業者との契約は、地方自治法第 234 条第２項（昭和 22 年４月 17 日法律第 67

号）及び同法施行令第 167 条の２第１項２号（昭和 22 年５月３日政令第 16 号）の規定に基づ

き、水戸市財務規則（平成７年３月 30 日規則第 16 号）に定めるところにより決定するものと

する。 

(2) 選定結果は、本市の契約が完了するまでは、本市における契約上の効果をもたないものとす

る。 

 

12　プロポーザル参加に際しての留意事項 

　(1) 失格又は無効 

　　　次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とし、契約締結後にあっては、当該契

約を解除ができるものとする。 

　　ア　本件の関係者に対して故意に接触を図り、自社の利益を図る行為を行ったとき。 

　　イ　他の提案者と企画提案の内容又はその意思について、相談や開示を行ったとき。 
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　　ウ　提出書類に虚偽の記載を行ったとき。 

　　エ　プロポーザルの評価終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚したとき。 

　　オ　その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある行為を行ったとき。 

　(2) 著作権 

　　　提出書類の著作権は提案者に帰属するが、本市がプロポーザルに関する報告や公表等のため

に必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出書類を無償で利用及び複製することができるもの

とする。 

　(3) その他 

　　ア　提出された書類は返却しない。 

　　イ　提出期限後における企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 

　　ウ　参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出するものとする。 

　　エ　プロポーザルへの参加に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

　　オ　インターネット、電子メール等の通信事故について、本市は一切の責任を負わないものと

する。 

　　カ　提出された企画提案書等は、水戸市情報公開条例（平成 13 年水戸市条例第４号）に基づく

開示請求の対象となる。 

　　キ　本実施要領に規定されていない事項が生じたときは、公平性を考慮の上、適宜本市が判断

するものとする。 

ク　選定後、業務遂行に当たっては、本市は企画提案書の内容に拘束されないものとする。 

 

13　公募型プロポーザル企画提案書の作成要領及び審査基準 

(1) 企画提案書の作成要領 

水戸市電気自動車用充電設備更新等業務（水戸市総合運動公園）仕様書（以下「仕様書」と

いう。）の内容を理解した上で、次の視点に基づき企画提案書を作成するものとする。 

ア　本事業の実施スケジュールを示すこと。なお、国の補助事業を活用する場合、その条件に

適応した内容とし、申請スケジュール等も併せて示すこと。 

イ　本事業は、水戸市総合運動公園における既設のＥＶ充電設備等を更新するものであり、既

設のＥＶ充電設備等の撤去及び処分を含めたスケジュール及び方法とすること。 

ウ　本事業の期間中は事業者の責任において、ＥＶ充電設備等の維持管理及び運営を行うもの

としていることから、その期間における維持管理及び運営の方法を示すこと。また、トラブ

ル等緊急時の対応についてもその方法を示すこと。 

エ　事業者は、利用者から利用料を徴収し、利用料金については、事業者が設定するものとし

ていることから、利用料金形態について示すこと。また、ＥＶ充電設備等の利用方法を示す

こと。 

オ　その他当該事業目的に資する提案があれば積極的に提案すること。 

カ　過去に同様の事業を受注した実績の有無を示すこと。 

(2) 審査に係る基本的な考え方 

審査は、参加申込書により参加資格条件の審査を行い、参加資格条件を満たす事業者を対象
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として、企画提案書の内容について委員会が行うものとする。 

なお、書面による審査が困難又は疑義が生じたときは、委員会の事務局である生活環境部環

境保全課から事業者に対して問い合わせることもあることから、事業者はこれに協力するもの

とする。 

ア　評価結果を数値化する採点方式を採用し、各評価点を合算した総合評価点が最も高い事業

者を最優秀事業者とする。 

イ　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは、委員の合議により委員長が最優秀事業者

を選定する。 

(3) 評価の手法 

評価は、次の手順で行う。 

ア　審査項目の評価視点及び配点 

別表「審査項目の評価の視点・配点」のとおりとする。 

イ　評価基準 

各審査項目中の評価点は、次の５段階で評価し付与点を採点する。 

  ウ　総合評価点 

イ 評価基準（配分 100 点）について委員ごとに採点し、各委員の合計点数を委員数 

で除した点数を「総合評価点」とする。 

なお、各評価点の算出に当たっては、小数点第一位までを有効とし、小数点第二位以 

下を切捨てる。 

 

別表 審査項目の評価の視点・配点 

 審査項目 評価の視点 配点

 

業務遂行能力

・事業の実現可能性はあるか。 

・過去の同様の事業の実績はどのようなものがあるか。 

・受電設備の変圧器容量、契約容量を考慮した設計であると見込 

まれるか。 

・建物や既存の系統、配管等に損傷を与えない施工方法であると 

見込まれるか。 

・ＥＶ充電設備等と車が接触しづらい設計であると見込まれるか。

40 点

 維持管理及び 

緊急時の対応

・維持管理の方法は具体的で、かつ、市に負担を与えないものとな 

っているか。 
35 点

 評価基準 付与点 （例）配点 10 点の場合

 特に優れた提案である 配点×1.0 10×1.0=10 点

 優れた提案である 配点×0.8 10×0.8=8 点

 想定した程度の提案である 配点×0.6 10×0.6=6 点

 想定を下回る提案である 配点×0.2 10×0.2=2 点

 要件を満たしていない 配点×0.0 10×0.0=0 点
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 ・充電設備の予約状況や過去の利用履歴など、施設側で確認及び 

管理できる仕様になっているか。 

・設備に故障や異常が生じた場合、ほかの電気系統に波及しない 

設計であると見込まれるか。 

・トラブルが発生した場合の体制が整えられているか。 

・災害や事故発生時の対応について、市に過度の負担を与えない 

ものとなっているか。

 利用料金及び利

用の方法、財政

的負担

・利用者の利用料金は明快で廉価なものか。 

・市民が利用し易い仕様となっているか。 

・市に過度の財政的負担を与えないものとなっているか。

25 点

 合計 100 点


